
 

第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基本計画 

 
第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基本方針に基づき、県、会場地市町村、関係機

関及び関係団体等は相互に緊密な連携を図り、第８０回国民スポーツ大会（以下「大会」

という。）の輸送・交通業務を円滑に推進する。 

 
１ 輸送・交通業務の一般的事項 

（１）輸送対象者 

輸送の対象者は次のとおりとする。 

ア①大会参加者  

① 選手・監督 

② 都道府県選手団本部役員 

③ 大会役員 

④ 競技会役員 

⑤ 競技役員 

⑥ 招待者 

⑦ 報道関係者 

⑧ 視察員 

⑨ 式典出演者 

⑩ 大会実施本部係員、大会補助員、大会協力者等 

⑪ 競技会係員、競技会補助員、競技補助員、競技会協力者等 

⑫ その他、県または会場地市町村が必要と認めた者 

イ 一般観覧者 

（２）実施期間 

   輸送・交通業務を行う期間は、原則として総合開会式３日前から総合閉会式終了

１日後までの間とする。ただし、競技の特殊事情から必要と認められる場合は、会

場地市町村が別に期間を定める。 

（３）業務の範囲 

   輸送・交通業務の範囲は、全国輸送、総合開・閉会式輸送、競技会場地輸送及び

その他大会諸行事に直接関係する会場等の相互間の輸送とする。 

   輸送対象者、車両、発着場所及び発着時刻等を定め、計画的に行う輸送（以下「計

画輸送」という。）は、原則として概ね２㎞未満の距離は行わない。ただし、地域

の交通事情等を勘案し、県と会場地市町村が協議の上、必要と認められる場合は、

この限りでない。 

 
２ 全国輸送 

（１）全国輸送計画の策定 

   県は、関係機関及び関係団体の協力を得て、全国から来県する選手・監督及び都

道府県選手団本部役員等の全国輸送計画を策定する。 

     なお、計画の策定にあたっては、各都道府県等に対する来会意向調査を実施する。 

（２）輸送業務の範囲 

     全国から来県する選手・監督及び都道府県選手団本部役員等について、各都道府

県出発地から宿泊地の間とする。 
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（３）集合・解散輸送 

   選手・監督及び都道府県選手団本部役員等の全国輸送は、自由集合・自由解散（鉄

道、航空機、路線バス等の公共交通機関または自家用車等を利用して集合、解散す

ることをいう。）とする。 

   なお、県は必要に応じて、列車の増発・増結、航空機の増便等を関係機関及び関

係団体に要請する。 

（４）指定下車駅等の設定 

   選手・監督及び都道府県選手団本部役員等の指定下車駅等は、県が会場地市町村

と協議の上、宿泊地の最寄りの駅等から設定する。   

（５）輸送案内 

   輸送案内は、県が主要拠点に設置する総合案内所及び会場地市町村が指定下車駅

等に設置する案内所において行う。 

（６）指定下車駅等からの輸送 

   指定下車駅等と宿舎の間の輸送について、輸送距離及び道路交通事情を勘案し、

必要に応じて会場地市町村が行う。 

 
３ 総合開・閉会式輸送 

（１）総合開・閉会式輸送計画の策定 

   県は、関係機関及び関係団体の協力を得て、総合開・閉会式輸送計画を策定する。 

（２）輸送業務の範囲 

   総合開・閉会式に参加する選手・監督及び都道府県選手団本部役員等について、

指定集合地（総合開・閉会式輸送における選手・監督等の集合地をいう。以下同じ。）

と総合開・閉会式会場の相互間とし、原則として計画輸送とする。 

（３）一般観覧者の輸送 

   一般観覧者の輸送は、関係機関及び関係団体の協力を得て、鉄道、路線バス等の

公共交通機関を最大限に活用するとともに、主要鉄道駅及び駐車場等からのシャト

ルバスの運行や臨時乗降場の設置等の必要な措置を講じる。 

   自家用車での来場は、原則として認めない。ただし、総合開・閉会式会場の車椅

子席利用者等の輸送については、別途配慮する。 

（４）指定集合地の設定 

   総合開・閉会式参加者の計画輸送を円滑に行うため、宿舎の分布、参加人員及び

道路交通事情等を勘案し、県と会場地市町村が協議の上、総合開・閉会式輸送の起

点・終点となる指定集合地を設定する。 

（５）指定集合地と宿舎間の誘導 

   指定集合地と宿舎が異なる場合は、指定集合地と宿舎間の誘導を会場地市町村が

行い、指定集合地において県に引き継ぎを行う。 

（６）計画輸送経路の設定 

   県は、輸送距離、所要時間及び道路交通事情等を勘案し、関係機関及び関係団体

と協議の上、総合開・閉会式の計画輸送経路を設定する。 

（７）添乗員の配置 

   計画輸送バスの各車両には、乗降時の誘導、乗車人員の把握及び事故発生等の緊

急時における措置のため、原則として係員が添乗する。 

 

 



（８）車両許可証等の交付 

   会場周辺に乗り入れを認める車両は、一般車両と容易に区別ができるよう別に定

める許可証等を交付する。 

 
４ 競技会場地輸送 

（１）会場地市町村輸送・交通業務の手引きの作成 

   県は、会場地市町村における輸送・交通業務を支援、推進するため、会場地市町

村輸送・交通業務の手引きを作成する。 

（２）競技会場地輸送計画の策定 

   会場地市町村は、会場地市町村輸送・交通業務の手引きを参考に、競技会場地に

おける輸送計画を策定する。 

   なお、同一の競技が２市町村以上の会場地で行われる場合は、関係市町村が協議

して実施する。 

 

５ 車両等及び駐車場の確保 

（１）バス・タクシー等の確保 

   県は総合開・閉会式輸送、会場地市町村は競技会場地輸送について、それぞれが

関係機関及び関係団体等の協力を得て、必要なバス・タクシー等の車両の確保に努

める。 

   なお、県は、競技会場地輸送に必要なバス台数を把握し、会場地市町村と協議の

上、必要に応じて関係機関及び関係団体等にバス確保の協力を要請する。 

（２）鉄道・路線バス等の確保 

   県は総合開・閉会式輸送、会場地市町村は競技会場地輸送について、それぞれが

関係機関及び関係団体等の協力を得て、鉄道・路線バス等について、円滑な輸送の

確保に努める。 

（３）予備車の確保 

   県及び会場地市町村は、大会期間中、予備車を準備して、緊急時に備える。 

（４）駐車場の確保 

   県及び会場地市町村は、道路交通事情及び大会参加者等の車両台数を勘案し、関

係機関及び関係団体等の協力を得て駐車場の確保に努め、その効率的な利用を図る。 

 

６ 交通安全対策 

    県及び会場地市町村は、会場周辺における交通の安全確保と円滑な輸送を図るため、

関係機関及び関係団体等の協力を得て、駐車場及び乗降場における車両の誘導や交通

規制等の必要な措置を講じるものとする。 

  なお、交通安全対策の実施に当たっては、地域住民等への広報活動を行い、協力を

要請するとともに、交通案内標識、案内板等の設置及び各種広報媒体の積極的な活用

により、円滑な通行を確保する。 

 

 

 

 

 

  



 

７ 輸送サービスの推進 

（１）輸送担当係員の講習 

   県及び会場地市町村は、円滑な輸送を推進するため、必要に応じて県及び会場地

市町村の輸送担当係員に対し、業務内容の徹底やサービス向上等のための講習会等

を実施する。 

（２）輸送関係機関等の講習 

   県及び会場地市町村は、円滑な輸送を推進するため、関係機関及び関係団体等に

対して、業務内容の徹底、サービス向上等のための講習会の実施を求めることがで

きる。 

 

８ 輸送本部の設置 

    県は、輸送・交通業務を円滑に遂行するため、輸送本部を設置する。 

 

９ その他 

    上記のほか、輸送・交通業務に関して必要な事項については、別に定める。 

 


